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厚 生 委 員 会 

 

日   時 平成２７年１２月８日（火）午前１０時００分開会－午後１時２１分閉会 

場   所  

 

出席委員 出口委員長、松尾副委員長、坂原、和田、道工、奥野、中原 

 

欠席委員 田島 

 

傍聴議員 竹原、辻下、小川 

 

出席理事者 田代町長、中口副町長、種村副町長 

      笠間教育長、保井まちづくり戦略室長兼町長公室長 

      古橋しあわせ創造部長、古谷総務部長、四至本財政改革部長 

      岸野総務部理事兼財政改革部理事兼まちづくり戦略室理事 

      串山しあわせ創造部理事、竹下しあわせ創造部副理事兼子育て支援課長 

      阪本しあわせ創造部副理事兼地域福祉課長兼健康ふれあいセンター所長 

      波戸元しあわせ創造部副理事兼住民生活課長 

      松井しあわせ創造部保険年金課長 

      池下しあわせ創造部高齢福祉課長 

      松原しあわせ創造部こぐま園長兼子育て支援センター所長 

      門前しあわせ創造部地域福祉課長兼保健センター所長 

      信原しあわせ創造部地域福祉課福祉係長 

      蟻馬しあわせ創造部高齢福祉課高齢福祉係長 

      橋野しあわせ創造部高齢福祉課介護保険係長 

案   件 

     （１）付託案件について 
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（午前１０時００分 開会） 

出口委員長 皆さん、おはようございます。 

ただいまから厚生委員会を開会いたします。 

本日の出席委員は７名であります。田島委員が欠席でございます。私のほうにも通告が

ございまして、どうしてもきょうは体調の都合でということで欠席でございますので、ご

理解願いたいと思います。 

理事者については、全員出席であります。定足数に達しておりますので、本委員会は成

立いたしました。 

これより厚生委員会を開きます。なお、携帯電話はマナーモードもしくはスイッチを切

っていただきたいと思います。 

委員の皆さんにお諮りいたします。 

傍聴申し出がきておりますので、傍聴許可をしたいと思いますが、委員の皆さん方、よ

ろしいですか。 

（「異議なし」の声あり） 

出口委員長 ありがとうございます。では、傍聴を許可いたします。 

では、１２月２日の本会議において、本委員会に付託を受けました議案８件の審査を行

います。 

それでは、議事に入ります。なお、発言者については、必ずマイクのスイッチを入れて

から発言をお願いします。また、質疑についての理事者の答弁は、所属部署と氏名を言っ

てからお願いをいたします。 

では、議案第７９号「平成２７年度岬町一般会計補正予算（第４次）の件」のうち、本

委員会に付託されました案件について、議題といたします。 

本件について、担当課から説明を求めます。 

波戸元副理事。 

波戸元しあわせ創造部副理事兼住民生活課長 平成２７年度岬町一般会計補正予算（第４次）の件

について、説明させていただきます。 

資料１ページをご参照ください。まず歳入です。 

１０地方交付税、１地方交付税、特別地方交付税として、３，３９４万７，０００円の

増額補正です。コミュニティバス運行事業者の撤退に伴い、４月から本町が行う市町村運

営有償運送に使用する車両購入について、特別地方交付税の財政支援措置が見込まれるこ
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とから、車両購入経費の８０％を計上しております。運行車両等については、歳出で説明

させていただきます。 

松井しあわせ創造部保険年金課長 続きまして、１４国庫支出金、１国庫負担金、社会福祉費負

担金といたしまして、２，８７６万３，０００円の増額補正でございます。内容といたし

ましては、国民健康保険基盤安定負担金１，３８０万１，０００円の増額補正で、低所得

者に係る保険料の政令軽減相当額を公費で補填する国民健康保険基盤安定事業費の決定に

伴い、計上いたしております。 

なお、歳出の国民健康保険特別会計繰出金基盤安定に充当します。 

阪本しあわせ創造部副理事兼地域福祉課長兼健康ふれあいセンター所長 同じく、障害者自立支援

給付費負担金といたしまして、１，４９６万２，０００円の増額補正を行うものでござい

ます。 

障害福祉サービス費に充当いたします補助率は、２分の１でございます。 

内容につきましては、歳出のほうでご説明いたします。 

竹下しあわせ創造部副理事兼子育て支援課長 続きまして、児童福祉費負担金として、子どものた

めの教育・保育給付費負担金（施設型給付）を、４７３万８，０００円増額補正するもの

です。これは、認定こども園、教円幼稚園等への施設型給付費に対する負担金で、１号認

定の施設型給付費は、全国統一費用部分と、地方単独費用部分の二つに区分されておりま

す。 

当初予算の段階では、この二つの区分割合が定まっておりませんでしたので、大阪府の

予算要求割合に合わせて、全国統一費用部分の割合を６６％として予算要求しておりまし

たが、その後、全国統一費用部分の割合が７２．５％に確定されました。 

また、単価の高い３歳児の入園が見込みより多かったこと、それから途中入所児があっ

たことなどによるものでございます。これは、子ども・子育て支援事業費の施設型給付費

に充当します。なお、全国統一費用部分の負担率は２分の１でございます。 

阪本しあわせ創造部副理事兼地域福祉課長兼健康ふれあいセンター所長 ２国庫補助金、１民生費

国庫補助金、社会福祉費補助金、地域生活支援事業費等補助金８７万１，０００円の増額

補正を行うものでございます。 

歳出の地域生活支援事業に充当いたします。補助率は２分の１でございまして、内容に

つきましては、歳出のほうでご説明させていただきます。 

松井しあわせ創造部保険年金課長 続きまして、３委託金、社会福祉費委託金といたしまして、
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４１万１，０００円の増額補正でございます。内容といたしましては、国民年金システム

の改修に伴う国民年金事務費交付金でございます。なお、歳出の国民年金ＯＡ経費に充当

します。交付率は１０分の１０です。 

続きまして、１５府支出金、１府負担金、社会福祉費負担金といたしまして、１，２０

１万８，０００円の増額補正でございます。内容といたしましては、国民健康保険基盤安

定負担金４５３万７，０００円の増額補正で、先ほどの国庫負担金と同様、国民健康保険

基盤安定事業費の決定に伴い、計上いたしております。なお、歳出の国民健康保険特別会

計繰出金基盤安定に充当します。 

阪本しあわせ創造部副理事兼地域福祉課長兼健康ふれあいセンター所長 同じく、障害者自立支援

給付費負担金といたしまして、７４８万１，０００円の増額補正を行うものでございます。

歳出の障害福祉サービス費に充当いたします。補助率につきましては、４分の１でござい

ます。内容につきましては、同じく歳出のほうでご説明させていただきます。 

竹下しあわせ創造部副理事兼子育て支援課長 次のページでございます。 

児童福祉費負担金としまして、子どものための教育・保育給付費負担金（施設型給付）

を２３０万３，０００円減額補正するものです。これは、先ほどの国庫負担金と同じく、

認定こども園、教円幼稚園等への施設型給付費に対する負担金で、１号認定の全国統一費

用部分の割合が確定されたことに伴いまして、大阪府の負担割合が減ったことによるもの

でございます。これは、子ども・子育て支援事業費の施設型給付費に充当いたします。な

お、負担率は、全国統一費用部分が４分の１、地方単独費用部分が２分の１でございます。 

阪本しあわせ創造部副理事兼地域福祉課長兼健康ふれあいセンター所長 ２府補助金、２民生費府

補助金、社会福祉費補助金、地域生活支援事業費等補助金といたしまして４３万５，００

０円の増額補正を行うものでございます。歳出の地域生活支援事業費に充当いたします。

補助率につきましては、４分の１でございます。内容につきましては、歳出のほうでご説

明させていただきたいと思います。 

松井しあわせ創造部保険年金課長 続きまして、２０諸収入、３雑入、雑入といたしまして、後

期高齢者医療広域連合負担金医療費定率分に係る返還金２，３５１万３，０００円を計上

いたしております。これは、平成２６年度後期高齢者の医療費が確定したことによる精算

で、過払い分の返還を受けるものでございます。 

波戸元しあわせ創造部副理事兼住民生活課長 ２１町債、１町債、清掃債として、５，９１０万円

の増額補正です。ごみ処理施設の焼却炉整備に係る財源として、施設整備費に充当するご
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み処理施設整備事業債でございます。 

以上、当委員会付託分、計１億６，１４９万３，０００円を補正するものです。 

松井しあわせ創造部保険年金課長 続きまして、歳出についてご説明いたします。資料の３ペー

ジをごらんください。 

３民生費、１社会福祉費、国民健康保険特別会計繰出金基盤安定としまして、２，４４

５万１，０００円の増額補正でございます。内容といたしましては、国民健康保険基盤安

定事業費の決定に伴い、計上いたしております。 

続きまして、国民健康保険特別会計繰出金、職員給与費等といたしまして、３７万６，

０００円の減額補正でございます。これは、職員給与費の減額措置等に伴い、国民健康保

険特別会計で支弁する、人件費を調整するものでございます。 

阪本しあわせ創造部副理事兼地域福祉課長兼健康ふれあいセンター所長 障害支援区分認定調査訪

問調査費、主治医意見書作成手数料といたしまして、１５万５，０００円の増額補正を行

うものであります。内容といたしましては、障害福祉サービスを受けるために、認定審査

会において審査を行いますが、この際に主治医の意見書が必要となります。 

障害者支援区分認定に係る新規申請が、更新者は基本３年なんですけれども、加えて新

規の方が増加しているため、不足分を補正するものでございます。 

続いて、地域生活支援事業といたしまして、１５９万円の増額補正を行うものでありま

す。この事業は、利用者の状況に応じて、地域生活を支援するための事業で、上半期の給

付実績を踏まえまして、下半期の給付見込みを精査し、補正をお願いするものでございま

す。不足が見込まれるものは、ストマや入浴補助具など、身体障害者日常生活給付費５８

万６，０００円の増、障害者の外出を支援いたします知的障害者移動支援事業給付費５３

万１，０００円の増、日中一時的な見守りを支援する知的障害者日中一時支援事業給付費

が３５万４，０００円の増、障害児の外出を支援いたします障害児移動支援事業給付費と

いたしまして２３万９，０００円の増となっております。 

なお、精神障害者移動支援事業給付費につきましては、利用時間の減少を見込みまして、

１２万円の減額を行うものでございます。 

続きまして、障害者福祉サービス費につきましても、先ほど来、歳入において国庫負担

金及び府負担金であります障害者自立支援給付費負担金から充当するものでございまして、

２，９９４万８，０００円の増額補正を行うものでございます。 

障害者福祉サービス費は、障害者総合支援法の本体給付に当たるものでございまして、
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障害者の社会参加や、就労支援を目指しております。今回の補正では、上半期の実績をも

とに、下半期の過不足を調整する内容となっております。内容といたしましては、障害福

祉サービス利用者の増加に伴う審査支払手数料といたしましては１万７，０００円の増、

グループホームでの日常生活の援助を行います共同生活援助給付費２２７万５，０００円

の増、一般企業への就労するため、訓練等の支援を行います就労支援給付費１，０５２万

２，０００円の減額、通常の事業所への雇用が困難な方で、雇用型の就労支援を行うため

の就労支援Ａ型給付費が１３２万８，０００円の増、また、Ａ型への就労支援に、年齢も

しくは体力的な問題で、就労につながらない方への就労支援を行うための就労支援Ｂ型給

付費が２，０５１万９，０００円の増。それから、視覚障害者の方を対象とした同行援護

給付費７４万８，０００円の増額、障害福祉サービス費を受けるための計画や、自由調整

を行う計画相談支援給付費７２万３，０００円の増額、知的障害、精神障害により、行動

に介護が必要な方への支援を行う行動援護給付費１５３万６，０００円の増額、障害者の

方への在宅ヘルパー介護として、居宅介護給付費８０１万８，０００円の増額、また、同

一世帯内で障害福祉サービス等の利用により、高額負担になる世帯への支援として、高額

障害福祉サービス費９万３，０００円の増額。障害児の方で、自宅で介護者の介護を受け

られない場合、一時的に施設に入所するための短期入所の給付費といたしまして、６２万

２，０００円の増額。常時介護を必要とする方が、日中に施設において、介護など、創作

活動などの支援を行う生活介護給付費といたしまして、４５９万１，０００円の増額とな

っております。 

池下しあわせ創造部高齢福祉課長 続きまして、２老人福祉費、老人ホーム入所措置費といたしま

して６万円の増額補正です。内容といたしましては、現在、養護老人ホームに１名入所し

ておりますが、人件費等の改定に伴う措置費変更のため、当初予算に不足が生じるため、

必要額の補正を行うものです。 

続きまして、介護保険特別会計繰出金といたしまして、１２９万６，０００円の増額補

正でございます。内容につきましては、介護給付費の調整及び職員給与費の削減措置及び

人事異動等に伴う人件費の調整に伴う繰出金の調整によるものでございます。内訳といた

しまして、介護保険特別会計繰出金、介護給付費１１０万１，０００円の減額、職員給与

費等２４０万１，０００円の増額、地域支援包括・任意事業４，０００円の減額です。 

松井しあわせ創造部保険年金課長 資料の４ページをごらんください。 

次に、３国民年金費、国民年金ＯＡ経費といたしまして、４１万１，０００円の増額補
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正です。内容といたしましては、国民年金システム改修委託料で、国民年金保険料免除申

請書等の様式が新しい様式に変更されたことに伴い、システムを改修するものです。なお、

国民年金事務費交付金を充当いたします。 

竹下しあわせ創造部副理事兼子育て支援課長 続きまして、児童福祉費、乳幼児医療助成費としま

して、通院医療費を１０５万３，０００円増額補正するものです。これは、３月から８月

診療分の上半期の助成実績を見ますと、昨年７月から助成対象となった小学生への通院医

療助成が、当初見込みより、件数、助成費ともふえております。風邪やインフルエンザな

どにより、例年、助成件数がふえる下半期についても、同様の伸び率で推移しますと、予

算に不足が生じることが見込まれますので、補正をお願いするものでございます。 

なお、本補正に伴う歳入については、大阪府の新子育て支援交付金の対象となりますが、

この交付金は、府が各市町村ごとに定める基準額に基づいて、各市町村に配分されるもの

でございますので、歳入の補正はございません。 

次に、子ども・子育て支援事業費、施設型給付費としまして、９１１万円の増額補正で

す。これは、認定こども園 教円幼稚園等への施設型給付費で、当初見込みより単価の高

い３歳児の入園が見込みより多かったこと。また、途中入所児があったこと、利用者負担

金が見込みより少なかったこと。また、他市への施設への入園があったことによるもので

ございます。本事業については、国、府の子どものための教育、保育給付費負担金（施設

型給付）を充当いたします。 

波戸元しあわせ創造部副理事兼住民生活課長 ４衛生費、２清掃費、１塵芥処理費、施設整備費と

して、８，９９５万１，０００円の増額補正です。 

ごみ処理施設の焼却炉内の耐火物の損傷が激しく、特にごみを炉内に投入する開口部周

辺の一次燃焼帯部分の周囲及び天井部分の耐火壁の崩落が危惧されることから、焼却炉内

の底部を除く焼却炉内全周を更新するものです。工事期間は約４０日を予定しており、工

事期間中の家庭系可燃ごみ及びし尿処理場から排出される汚泥ケーキの処分費などを計上

しております。 

家庭系可燃ごみの処分につきましては、泉南清掃組合との協議において、受け入れの承

認をいただいております。この可燃ごみの施設への運搬委託料として１２９万３，０００

円、可燃ごみ焼却処分委託料として７１５万１，０００円を計上しております。 

また、し尿浄化槽汚泥の運搬処分委託料として、１９１万３，０００円を計上しており

ます。 
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汚泥ケーキの処分につきましては、一般廃棄物処理施設を有し、し尿処理施設からの汚

泥処分業の許可を有する業者にて処分するものです。 

次に、耐火物の更新に係る焼却施設プラントメーカーからの見積もり内容の審査委託料

として、７１万円を計上しております。 

次に、焼却炉内の耐火物の更新工事費として、７，８８８万４，０００円を計上してお

ります。ごみ処理施設の整備事業債を充当するものでございます。 

次に、５ページでございます。 

８土木費、４都市計画費、路線バス対策費として、４，２７６万１，０００円を増額補

正するものです。コミュニティバス運行事業者の撤退に伴い、基本路線について、本町が

運行主体となる市町村運営有償運送による運行を予定しております。この運行に必要なバ

ス車両購入経費を計上いたしております。運行事業者からの事業撤退を受け、現在のバス

車両の譲渡を申し入れておりましたが、１０月末に事業者から他の支店への車両転換を予

定していることから、町への車両譲渡ができない旨の回答がありました。これにより、バ

ス車両を自己調達することとなりましたが、車両購入費の費用につきましては、特別地方

交付税への算入が見込まれることから、運行に必要な車両を購入することとしたものでご

ざいます。 

車両の型式、台数については、基本路線の運行用として、通勤、通学などの乗客が多く

見込まれる午前中の時間帯、また夕方の時間帯を、現在の中型バスにかわり、２９人乗り

マイクロバス２台で運行する予定です。また、買い物など、外出に利用される昼間の時間

帯を、現在、支線を運行している車両と同型の１３人乗りワゴン車２台での運行を予定し

ております。利用客の状況や時間帯で、車両を分けて運行する予定でございます。 

なお、道路運送法の規定により、予備車両を配置しなければならないことから、予備車

両を含み、ワゴン車計３台を購入するものです。 

また、支線の運行については、運行費用を抑制できるデマンド運行を検討しております

が、デマンド運行では、運行回数が増加すれば経費が増加することや、あらかじめ予約し

なければいけないことから、なじみがなく、利用しづらい等のことから、現行と同様の定

時定路線での運行を検討しております。 

運行路線や運行形態、運行経費等の協議において、大幅な経費の増加を抑えるという観

点から、自主運行による運行も視野に入れ、９人乗りのワゴン車２台を計上しております。

これら車両購入に係る登録手数料、保険料、重量税などの諸経費と、運輸局への市町村運
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営有償運送登録申請のための旅費、運行車両の表示用マグネットシートなど消耗品を合わ

せて計上いたしております。 

以上、当委員会付託分計２億４１万円を補正するものでございます。 

次に、地方債補正として、ごみ処理施設の焼却炉内耐火物更新工事に係る整備事業に充

当するため、５，９１０万円を追加補正するものでございます。 

資料の説明は以上でございます。 

出口委員長 ただいまの原課の説明に対しまして、委員の皆さん、質疑はございませんか。 

坂原委員。 

坂原委員 ５ページなんですけれども、路線バス対策費の説明を受けまして、この稼働バスの台

数、車種の説明がありましたけれども、それによりますと、来年度からの運行、運営につ

いて、あらかた今、検討して、大体のラインが決まって、この車両を購入というようにな

ったとは思うんですけれども、来年度からの運営体制、運行、どうなっているのか、その

辺をお聞かせ願いたいと思います。 

出口委員長 古橋部長。 

古橋しあわせ創造部長 来年度からのバスの運行につきましては、先ほど来、説明がございました

ように、今現在のバス事業者の撤退を受けて、新たなバスの形態をつくっていくというと

ころでございます。 

本来であれば、今のバス事業者は４条事業者といいまして、国の許可を得て、バス事業

者が運行主体となって運行している形式でございます。ただ、この形式が、本来であれば、

一番原則的なものかなと思われますが、この後、来年４月から、この方式でバスを走らそ

うという事業者につきましては、なかったものですから、それにかわる運送方法として、

市町村運営有償運送方法で運行したいと考えております。 

市町村運営有償運送といいますのは、市町村が運行主体となりまして、自らのバスで運

行をする形態でございまして、法律でいいますと７８条という形になりますが、市町村が

運行するバスという形で、運行するということでございます。 

出口委員長 坂原委員。 

坂原委員 運行形態がそうなるということですけれども、今、予算で補正にあがっているのが、

購入車だと思うんですけれども、来年度からの運営費の見込みはどんなものでしょうか。 

出口委員長 古橋部長。 

古橋しあわせ創造部長 運行経費につきましては、申しわけございませんが、現在、調整中でござ
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いまして、もう少しお時間をいただきたいと考えているところでございます。 

出口委員長 坂原委員、よろしいですか。 

坂原委員 まだ、全く未定ということですかね。 

出口委員長 古橋部長。 

古橋しあわせ創造部長 運行経費につきましては、相手方との調整も行っているところでございま

すが、まず、その元となる、どのようなバスの走らせ方をするのかという協議も含めまし

て、金額も調整する必要がございますので、それらもあわせて、今、調整をしているとい

うところでございます。 

出口委員長 坂原委員。 

坂原委員 今、協議中なので、決まったわけではないと思いますけれども、大体の見積もりいい

ますか、限度額いいますか、どこら辺で見ているのでしょうか。 

出口委員長 古橋部長。 

古橋しあわせ創造部長 現在、２４年度から今のバス運行事業者が運行しておりまして、そこに対

して出している補助金が４，１５０万円でございます。 

ただ、その４，１５０万円では、収支が合わない。２６年度のバス会社の収支では、約

２，０７０万円程度不足が生じているということもございまして、補助金がないものとし

て考えますと、６，０００万円ぐらいのお金がかかっているというところでございます。

ただ、本町としましても、行革等、またアンケートの中でも補助金の限度額の範囲内で、

最大限のサービスの水準を確保すべきという回答も、３６％程度となっていますので、極

力、経費の圧縮には努めてまいりたいと考えているところでございます。 

出口委員長 坂原委員。 

坂原委員 当町の、特に、足となるバスですから、ぜひ存続せねばならないと思います。そうい

う意味で、前任のバス、譲ったれへんて急になったので、それはいろんな苦労があると思

うんですけれども、ぜひ住民の足を確保しながらも、予算面でもコスト削減に努めていた

だきますように、よろしくお願いしておきます。結構です。 

出口委員長 よろしいですか。 

では、ほかの委員さん。道工委員。 

道工委員 １件だけ、確認と今後の方針について、お伺いしたいと思います。 

４ページの衛生費の塵芥処理費でございますけれども、現在、岬町で焼却する場合のト

ン当たりの単価。今回、泉南阪南清掃事務組合に委託をするトン当たりの単価との比較を
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聞きたいのと、以前に泉南の清掃事務組合のほうから、岬さんも一緒に、２市１町でやり

ませんかというお話もあったと思うのですが、今後の問題として、この辺をどう捉えてお

られるのか、お聞きさせてもらいます。 

出口委員長 波戸元副理事。 

波戸元しあわせ創造部副理事兼住民生活課長 現在、この予算に計上しておりますトン当たりの処

理単価につきましては、約１万７，０００円で計上しております。これにつきましては、

泉南清掃組合の平成２６年度の決算額から、経常経費のみを算出して、臨時的なごみの処

分単価ということで、数字を出していただいたものでございまして、現在、町のほうでは、

約３万３，０００円ぐらい、２６年度で単純に処理量と費用と割りますと、そのぐらいの

単価になってまいります。 

泉南清掃組合の２市の平成２６年度では、約６億ほどの合計となっておりまして、平成

２７年度の当初予算では、負担費の総額が７億５，２４０万程度、これを泉南市、阪南市

でそれぞれ人口割、均等割、重量割をもって負担しております。均等割が２０％、人口割

が２０％、重量割が６０％という比率でございます。 

これでいきますと、泉南市では４億１，１００万円、阪南市では３億４，１００万円と

いうような金額になります。 

今回のごみ処理の協議をさせていただいたのを契機に、本町についても、広域というお

話も、ちらっとはしているんですけれども、過去に２市１町のほうでというお話のときに

は、当町のごみの種類が、まだプラスチックごみを分別をしていなかったということで、

ごみ質が合わなかったということもあります。また、組合のほうでは、施設の改造に相当

な金額を必要とする改造が行われたということもありまして、本町での負担が非常に大き

くなるというようなことで、その当時は、まだまだ検討段階であったと思います。 

今回の当町のごみ処理施設の整備を契機に、今後、清掃組合と協議をしていくんですけ

れども、以前に町長のほうからも、ごみの処理については、町のほうで行いたいというこ

ともございましたので、まだまだこれにつきましては、検討を要するのではないかという

ように考えております。 

出口委員長 道工委員。 

道工委員 もう一度、確認します。 

臨時的なことということで、臨時処分委託料でトン１万７，０００円。町でやると、ト

ン３万３，０００円ぐらいかかっているということで間違いないですか。 



 

12 

出口委員長 波戸元副理事。 

波戸元しあわせ創造部副理事兼住民生活課長 平成２６年度の当町の決算額を、ごみの処理量で割

り戻すと、約３万３，０００円ぐらい。今回の泉南清掃にお願いした臨時的な単価は、１

万７，０００円で予算を計上しております。 

出口委員長 道工委員。 

道工委員 臨時的ということで、トン単価が安いんですか。それとも、今後、２市に算入して、

広域でやろうとした場合には、もっと割高になってくるということなんですか。 

出口委員長 波戸元副理事。 

波戸元しあわせ創造部副理事兼住民生活課長 今、道工委員のおっしゃるとおりでございます。あ

くまでも今回の単価につきましては、臨時的なごみの処理単価ということで、清掃組合の

正規の負担金の分ではないということでございます。 

出口委員長 道工委員。 

道工委員 今後として、やはり広域的にこの問題を捉えて、泉南阪南清掃事務組合さんに参入を

させていただいて、し尿処理も含めてやっていく方向性は、やっぱりもっていかないかん

の違うかなと思います。 

特に、今回のように、施設の整備工事費が９億近くいってくるとなりますと、かなり大

きな額になってきますよね。ですから、泉南阪南清掃事務組合も、たしか２年前だと思い

ますが、炉を全部やり直したということも聞いておりますけれども、今後の問題として、

この辺はしっかりと検討をしていただくように、要望だけしておきます。 

出口委員長 要望でよろしいですね。 

ほかの委員さん、質疑ございませんか。 

中原委員。 

中原委員 委員会資料の３ページ、障害福祉サービスにかかわって、お尋ねをいたします。 

まず１点、お願いなんですけれども、障害福祉サービス費のところの説明を、詳細にわ

たっていただきました。それで、いろいろサービスの内容についても、その説明の中でお

伝えをいただいてましたから、少し理解はしやすくなったんですけれども、この資料の備

考の欄に書かれている順番ではない順番で、説明をしていただいてましたので、目があっ

ち向いたりこっち向いたりして、わかりにくくて、次からご説明いただくときには、でき

ますれば、上から順番にご説明をいただくというようにしていただけると、聞く側として

は、非常に理解しやすくなるかなと思いますので、これは一つ、先にお願いとして申し上
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げておきたいと思います。 

質問ですけれども、その障害福祉サービスにかかわって、増減それぞれありますが、説

明の中で、新規の申請が増加傾向にあるといったようなこともありましたし、増減差し引

きますと、全体としては増額となるということでありまして、これは一時的なことによる

ものなのか、全体として認定者がふえて、利用される方がふえているという状況にあるの

か、ちょっとその傾向について、参考までにお聞きをしたいなと思います。 

それから、委員会資料の４ページの国民年金システム改修委託料にかかわって、お尋ね

をいたします。 

先ほどの説明で言いますと、保険料免除申請の様式変更によるものという説明であった

かと思いますが、それで言いますと、本委員会、この後、予定をされております議案第９

３号、これとのかかわりということになるのか、そのシステム改修という言葉を聞いて、

様式変更にかかわるものというのが、うまく理解ができませんで、もう少し詳細な説明を

いただいて、理解をしたいと思います。 

それから、その下の乳幼児医療の通院医療費にかかわって、お尋ねをいたします。 

財源措置の問題でお聞きするんですが、新子育て交付金という、大阪府が新たに設けた

交付金がありまして、その交付金の対象になるんだという説明があったところであります。

今回、歳入の中にそれは計上しないんですという説明もありましたけれども、そのことで

いいますと、既に岬町としては、いただく金額は決まっていますから、そのもらった金額、

既にもらっている金額の中で、やりくりをすると受けとめていいのか。財源措置について、

お聞きをしておきたいと思います。 

委員長、もうちょっと聞きたいことあるんですけれども。 

出口委員長 まず、この３点を。 

では、今の３点に関しまして、阪本副理事のほうから、説明をお願いします。 

阪本しあわせ創造部副理事兼地域福祉課長兼健康ふれあいセンター所長 説明で前後したこと、お

わび申し上げます。 

就労支援関係のご説明の中で、就労以降と就労Ａ型、Ｂ型という形でご説明させてもら

ったほうがよかったんかなと思ったんで、今後、気をつけますので、申しわけございませ

ん。 

委員ご指摘のとおりで、傾向といたしましては、増加傾向にあるということは事実でご

ざいます。それで、特に今回、先ほど説明もいたしました就労支援のＢ型の給付というと
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ころが、特に増加傾向にございますので、その辺が特に大きな要因かなと。増額の要因に

もなってございます。 

出口委員長 続いて、松井課長。 

松井しあわせ創造部保険年金課長 今回、国民年金費のＯＡ経費であります国民年金システム改

修委託料ですが、これは国民年金保険料の免除申請書の様式等が変更されたことに伴うシ

ステム改修です。 

委員言われます、この後、審議いただく岬町国民健康保険条例及び岬町介護保険条例の

一部を改正する条例の件につきましては、国民健康保険料にかかわる改正ですので、関係

はございません。 

出口委員長 続いて、乳幼児医療の。 

竹下しあわせ創造部副理事兼子育て支援課長 乳幼児医療の財源の件なんですけれども、大阪府の

新子育て支援交付金といいますのは、先ほども言いましたけれども、市町村ごとに人口割、

それから均等割というような形で、各市町村に配分されておりまして、既に歳入の予算が

組み込まれておりましたので、それを充てるということになります。 

出口委員長 中原委員、よろしいですか。 

中原委員。 

中原委員 障害福祉サービスのことですが、就労支援のＡ型の後でＢ型をそのままというのは、

関連することだからということでご説明いただいていたと、ご配慮には感謝したいと思い

ます。 

それで、障害福祉サービスの利用が増加しているということで、これは必要なことです

から、予算計上で増額が必要な場合は補正予算ということで、措置していただくのは妥当

なことだと思いますけれども、今後、さらに増加していくということでありましたら、い

ろんな計画も立てながら、事業については、全体的に進めておられることでもありますの

で、必要な措置、計画も含めて、よくご検討いただきたいと申し上げておきたいと思いま

す。 

それから、追加してお尋ねをしたいことがあります。 

委員会資料の５ページの、路線バス対策費について、お尋ねをいたします。 

その前に一つ、４ページの清掃費にかかわる問題で、今回の予算については、必要な措

置であると、焼却炉の老朽化ということが原因でありますので、そのように説明をお聞き

したところでありますけれども、今後の広域化にかかわって、今回、処理費については、
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比較的安い金額で泉南清掃組合がお受けいただくということが、先ほどの質疑の中でやり

とりされたところであります。 

処分費については、そういうことでありましょうが、泉南清掃組合と広域で運営してい

くということになりましたら、今回も設けられておりますが、運搬についても費用がかか

ってくる。それから、運営そのものについても、もちろん責任を持って、一定の費用負担

が発生するということになりますから、広域化については、慎重に検討をいただきたいと、

これについては意見のみにとどめたいと思いますが、申し上げておきたいと思います。 

それから、路線バスにかかわって、お尋ねをいたします。 

車両購入費についてですが、３種類のバスについての購入の合算として、金額が計上さ

れておりますので、それぞれ１台当たりの見積もり単価を、参考までにお聞きしておきた

いと思います。 

それから、バスについては、住民さんからもいろいろな声をいただいておりますので、

この機会に、そのあたりについてもお尋ねしておきたいと思います。 

まず一つは、今回、本当に大急ぎで、空白をつくらないために、尽力されていると理解

はしているんですが、住民さんからは、本当に間に合うのだろうか。バスがとまってしま

う期間が発生しないだろうかという不安の声が寄せられておりまして、そのあたりについ

ては、大丈夫かどうかということを、改めてお聞きをしておきたいと思います。 

それから、支線にかかわって、地域公共交通会議の中では、デマンド化をするという方

針を持たれていましたが、その点については、見直すということかなと、今、説明を聞い

ていて確認したところであります。 

この問題は、地域公共交通会議という、議会とは別の機関がありまして、そこで中心的

には、議論をしていただいているものですから、私としましても、非常に、余り突っ込ん

だ話を言うのは、どうかなと思っているところなんですね。 

やはり、地域公共交通会議の中で、主体的に今後の計画についても、議論しているとこ

ろでありますので、そこにあれこれ意見を差し挟むということは、なるべく差し控えたい

と思っているんですが、住民さんから、特に支線の問題で心配される声が多く寄せらせて

おりますので、そのことについても、この場でお聞きできたらなと思います。 

差し支えない範囲で結構です。というのは、本日より、後刻に地域公共交通会議が設け

られておりますから、本来であれば、そこで方針については、よく議論をされることと思

いますので、余り事前に聞くのはどうかなとは思うんですが、私としましても、住民さん
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から寄せられている声がありますので、この機会に聞かせていただけるようであれば、お

答えいただきたい。 

支線について、デマンド化を検討していたのを、先ほどの説明でいきますと、定時定路

線、現在の運行ですね、その形を維持しようという一つの方針転換だと思うんですけれど

も、そういうように受けとめていいのかどうか。また、私は、住民さんからの声でいきま

すと、デマンド化という、電話をして乗りますよという予約をする形よりも、決まった時

間に決まった場所にとまってほしいという声のほうが多く寄せられておりますから、そう

いう方向変換については、住民から歓迎されるのじゃないかなと考えているんですが、そ

この方針転換に至った理由などについて、参考までにお聞きをしておきたいと思います。 

それから、別の会議の場でも何回か申し上げましたけれども、今回、バスの運行にかか

わって事前にとられたアンケートの結果、これはどのように全住民的に周知されるお考え

か。その考えがないのであればないで結構ですけれども、住民さんからアンケートに協力

した人もしてない人も、２，０００人の抽出という形でアンケートを実施されていますか

ら、その結果を全住民的に報告してほしいという声が寄せられているんですね。 

その結果の住民的な返し方について、どのように検討なさっているか、お聞きしておき

たいと思います。 

それから、あともう一つですが、地域公共交通会議の議論を、ニュースという形で発行

されるとお聞きをしているんですが、それはもう既に発行されたのか、されていないとす

れば、いつごろ発行される予定なのか。 

また、先ほどお聞きしたアンケートの結果について、そのニュースの中で、一定、住民

的に周知していくというお考えであるのか、ニュースについても、この際、お聞きをして

おきたいと思います。お願いします。 

出口委員長 古橋部長。 

古橋しあわせ創造部長 ４月からの運行に間に合うのかというご不安の声でございますが、まず、

私どもとしては、必ず間に合わすということで、今、作業を進めております。 

時間が少ない中で、必死の作業で毎日行っているところであることをご理解いただきた

いと思います。空白はつくらないという形でいきます。 

それと、支線を、デマンドから定時定路線に変更するんですかというご質問と思います

が、デマンドにつきましては、言われてますのは、運行費用は抑制できるんですが、運行

便数が増加すれば、費用が逆に増加していくというリスクもございますし、また、既に導
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入している他市町村でも、予約制で非常になじみがなくて利用がしづらいという声も大き

いということもございまして、利便性の確保に課題があるというところで、現行と同様な

定時定路線で、今現在、検討しているというところでございます。 

それと、アンケートの返し方、それとニュースでございますが、ニュースにつきまして

は、まだ、今現在、発行はされておりません。第１回、第２回とやってまいりまして、第

３回目で、大まかな運行計画案を合意形成をする必要があると考えておりまして、それら

の議論も踏まえて、発行していきたい。その際に、アンケートも一緒にやりたいと考えて

おるところでございます。 

出口委員長 波戸元副理事。 

波戸元しあわせ創造部副理事兼住民生活課長 バス車両の単価でございますけれども、２９人乗り

のマイクロバスが２台で１，３４９万２，０００円、１台６７４万６，０００円です。１

３人乗りのコミューター３台分１，８７７万円、１台６２５万７，０００円。９人乗りの

ワゴン車２台分、９８３万円、１台当たり４９１万５，０００円という内訳でございます。

これにつきましては、車両本体並びに運行に必要な改造、装備も含めての金額でございま

す。 

出口委員長 中原委員。 

中原委員 バスの来年度以降の運行計画、またそれにかかわっての作業については、大変な苦労

が伴っていると私自身は理解しておりますし、今、お答えいただきました、必ず間に合わ

せると。空白はつくらないという言葉にでも、担当者としての意欲といいますか、責務と

いいますか、責任感、そのあたりは感じたところでありますので、大変なところかと思い

ますけれども、４月からの運行に間に合わせるように、ご尽力いただきたいと思います。 

支線の問題ですけれども、最初の計画では、電話をして予約をして、それから乗るとい

うことを検討していたということがありましたが、それについては、今までと同じような

格好で、定時定路線、同じ停留所に同じ場所。決まった時間にバスをとめるという運行を

されるということで、その判断については、私自身は賢明だなと思っています。 

また、地域公共交通会議の中で行っていくことになる部分かもわかりませんけれども、

運行形態を見直して、来年度から始めるということで、当初の１年間については、実証実

験というような格好で、１年間の運行を行いながら、利用者の声も聞き、介助が必要なと

ころについては見直しも行っていくということでありましょうから、住民の声も、願いも

よく聞いていただきながら、必要な見直しは行っていっていただきたいと、この場では要
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望にとどめたいと思います。ありがとうございます。 

出口委員長 要望でよろしいですか。 

では、ほかの委員さん。 

奥野委員。 

奥野委員 この書類の中で、数字の表示の確認をしたいんですけれども。 

歳入でバス対策の交付金が３，３９４万７，０００円という表示があって、その全額買

うには、４，２７６万１，０００円という数字が、歳出であがっているわけで、その不足

分の８８１万４，０００円という表示がなされてないので、一般財源から出る費用、どう

してこれをあげてないのかなという、単純な疑問と、歳出の合計が、委員会付託分１億６，

１４９万３，０００円と。歳出の合計が、２億４１万円になってますよね。なぜ同額に歳

出歳入がなってないのか、お願いします。 

出口委員長 古橋部長。 

古橋しあわせ創造部長 まず、この１点目のバスの問題でございます。バスにつきましては、地方

交付税の特別地方交付税３，３９４万７，０００円を、歳入として見込んでいるというと

ころでございます。そして、支出のほうで、路線バス対策費として４，２７６万１，００

０円、その差額８８１万４，０００円となるわけですが、地方交付税につきましては、使

途目的の限定する特定財源ではなく、一般財源に区分されておりますので、こういう表記

となります。 

特定財源化とした場合は、一般財源のところに８８１万４，０００円というふうになっ

てきます。したがいまして、地方交付税の特別地方交付税につきましては、歳入も一般財

源として処理をするというところでございます。 

もう１点の歳入合計と歳出合計が違うというところでございますが、この資料につきま

しては、厚生委員会の所管する部分の歳入歳出を抜粋したものでございまして、ほかの常

任委員会の資料と足しますと、予算書という形になって、歳入歳出が合うというところで

ございます。 

したがいまして、委員会ごとに区分をしますと、歳入合計、歳出合計それぞれ数字が違

ってくるというところでございます。 

出口委員長 奥野委員。 

奥野委員 私の認識不足であったように思います。これでいいということで、理解いたしました。 

少し内容を確認させていただきますが、バスの運行について、皆さんいろいろとご意見



 

19 

を申されているわけで、今、市町村有料運送ということで、３月議会で運行についての費

用は出てくるかと思いますけれども、先ほど、古橋部長から、今の現行の大新東さんが、

２，０７０万円ぐらいの赤字分が出ているというお話がございました。当初、大新東さん

と交渉する中で、町が単独でやらないといけなくなった場合であったら、町がその２，０

００万何がしは、当然出さないといけないんですよね。その辺の、もっと踏み込んだ交渉

というのがなされなかったのか。業者がもう、全然受け付けなかったのか、その辺はいか

がだったんですかね。 

出口委員長 古橋部長。 

古橋しあわせ創造部長 まず、大新東さんにバス会社を選定したというのは、公募で選定をいたし

ました。公募の中で、４，１５０万の提示があって、バス路線を４，１５０万円で走らせ

ますよと。まず公募があって選定をしたというところでございます。 

したがいまして、４，１５０万円で走らすということでございますので、赤字が出ても、

会社が負担をするという補助金方式で運行いたしております。 

その２，０００何がしの分を、補助金として積むので、走らせないかというお話でござ

いますが、大新東さんからは、補助金の増額要望ではなく、いきなりバスの撤退というと

ころから申し込みに来られた。 

内容をお聞きしますと、収支が合わない部分を補っていただいたとしても、まず、バス

業界全体が、ドライバーが不足している。バスについても、古いバスが多い、そういうこ

とから、採算の合わない、あるいは採算がとれていても、収益が見込めないような路線に

ついては縮小して、そこのドライバー、そこのバスを収益性の高いところにつぎ込んでい

くという方針であるということが、バス業界全体の話らしいですけれども、そういうお話

がございました。 

したがいまして、補助金の増額よりも撤退というところで、町のほうに来られたのかな

というところでございます。 

出口委員長 奥野委員。 

奥野委員 その撤退の理由というのが、今ご説明いただきまして、よくわかったんですが、最終的

に町が有償運行するにつけては、やはりこの２，０００万何がしは、当然いってきますの

で、その支線の運行方法を、いろいろと今お考えいただいているということですけれども、

最低でも、収入として１，２００万円ぐらい、以前あるというお考えだったんですけど、

全額で今７，４００万円ぐらいは、全体でどうしてもいるということになろうかと思いま
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すけど、現行どおりの運行をするという大体のお話ですから、それぐらいの予算化は、当

然３月に、それ以上にはならないでしょうけど、それぐらいの数字は出てくるということ

の目安としているということですよね。 

出口委員長 古橋部長。 

古橋しあわせ創造部長 金額については、先ほど坂原委員のご質問にもございましたように、現在、

調整を進めているところでございます。 

今、仮に申しましたのは、今バス会社が出ているという赤字の部分と補助金を足せば、

６，０００万何がしのお金が要りますよというところでございます。これを行革もやって

おりますことですし、また一方で、バスの便を一定量確保せないかんと。 

この両方の面から、極力経費を節減できるような方法でバスを走らせていく必要があるな

と考えております。 

出口委員長 奥野委員。 

奥野委員 今、部長のお話の中に、経費を削減できる方法という、お言葉があったと思うんですが、

そういう何か方法もお考えだということを含んでという、理解をすればいいですか。何か

方法があるということなんですね、今。 

出口委員長 古橋部長。 

古橋しあわせ創造部長 今、方法というのを具体的に、申し上げることはできませんけれど、バス

につきましては、バスの便数を増やせば、増やすほど経費がかさむというのは、当然でご

ざいます。 

なるべく現行をベースに、乗車状況も確認しながら、また岬公園などの途中停車という

か、途中で止まってしまうバスもございますことから、これらの解消などの改善をする必

要があると考えております。 

これらの改善を、まず中心的に考えて、今検討を進めているところでございます。 

出口委員長 奥野委員。 

奥野委員 バスの件は、よくわかりましたが、これからまたいろいろとご検討いただいて、またご

説明もいただくことと思いますので、まず３月議会を楽しみにしております。 

もう１点だけ、確認させてください。 

資料の４ページの可燃ごみ臨時処分委託料の７１５万円あがっております。 

これは、外に山積みになっている処分を、今回臨時的に処分するということなんでしょ

うけれども、委託業者、前に少し事件的なことがあったと思いますけれども、そこの業者
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が改めてやるということはないと思いますが、委託先というのは、これから決めるという

ことになるんでしょうか。 

出口委員長 波戸元副理事。 

波戸元しあわせ創造部副理事兼住民生活課長 今回、補正予算で計上させていただきましたのは、

焼却炉の補修工事に伴い、一般家庭から収集される可燃ごみを泉南清掃組合さんのほうへ

お願いする費用として、焼却処分と、それと泉南清掃さんまでの運搬費を計上させていた

だいております。 

今、奥野委員指摘の埋め立てに置いている粗大ごみにつきましては、既に、平成２７年

度で予算化しておりますので、それとはまた別の、あくまでも焼却炉の工事に伴う予算の

計上分でございます。 

出口委員長 奥野委員。 

奥野委員 失礼しました。理解いたしました。 

今回、６，０００万円近く修理費がかかるという数字があがっておりますが、毎年、修

理できていると思いますけれど、参考に過去数年間にどのぐらい費用がいったのか、ちょ

っと確認させていただきたいと思います。 

出口委員長 波戸元副理事。 

波戸元しあわせ創造部副理事兼住民生活課長 毎年、定期点検とあわせて、臨時的な施設の設備の

補修も行っており、また突発的に設備が故障したという対応もございました。平成２４年

では、維持補修の経費として、臨時的経費、また経常的経費も含めると約６，７００万円

程度、平成２５年度では５，３００万円程度という内容でございまして、定検の中で補修

を行う場合もございますし、それとは別に設備の交換補修を行うということもございます。 

出口委員長 奥野委員。 

奥野委員 毎年のようにかなりの数字が必要になってきて、全体の施設自体が、もうかなり老朽化

というのがよくわかるんですが、この辺も、先ほどから皆さん言われているように、今後

どうするかという問題を、またいろいろと議論していかないというように思いますので、

後は答弁も何も結構です。 

出口委員長 ほかの委員さん。和田委員。 

和田委員 ちょっと１点だけですけど、４ページのし尿・浄化槽汚泥運搬処分委託料１９１万３，

０００円、これは、今言ってはる当初予算で、そういう予算でとってはったん違うのかな

と思うんですけど、なぜまたいったのか、その点よろしく頼みます。 
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出口委員長 波戸元副理事。 

波戸元しあわせ創造部副理事兼住民生活課長 今回、ごみの焼却炉の整備に伴いまして、約４０日

間焼却処分することができません。当町の焼却炉につきましては、流動床という焼却方式

を用いていることから、し尿処理をした後に発生する汚泥ケーキという搾りかすですね。

それを償却施設で焼却しております。 

それが、今回焼却ができなくなることから、し尿処理で発生する汚泥ケーキを外部で処

分するというものでございます。泉南清掃につきましては、うちと違う焼却炉の方式とな

っておりますので、これを処分することが、泉南清掃ではできないということで、し尿処

理から出た汚泥の処分だけを処理する業者に委託をするというものでございます。 

出口委員長 和田委員。 

和田委員 それで意味はわかりました。 

けど、この当初予算では、そういう運搬についての予算は、何もなかったのかな。 

出口委員長 波戸元副理事。 

波戸元しあわせ創造部副理事兼住民生活課長 今回の焼却炉の工事に伴う予算につきましては、関

連する処分の経費も含めて、当初予算では計上しておりません。 

出口委員長 中原委員。 

中原委員 さっき全部終わったと思ってたんですけど、先ほどお答えいただいた中で、乳幼児医療

費の助成にかかわって、疑問は大したことはないんですけど、答弁をいただいて、疑問と

いうか、確認したいことが出てきたのでお聞きしたいと思います。 

先ほど、財源措置としては、大阪府が新たに設けた新子育て支援交付金をあてることに

なるということの説明をいただいたところなんですが、そのいただいているお金は不足し

ないかどうか、足りるかどうかという単純な質問をお聞きしたいと思います。 

出口委員長 竹下副理事。 

竹下しあわせ創造部副理事兼子育て支援課長 乳幼児医療費の助成については、新子育て支援交付

金だけではございませんので、ほかの分と合わせての予算のやりくりになるということで

ございます。 

３つぐらいに交付金のほうが分かれてますので、その辺を確認しまして、改めてご答弁

させていただきたいと思います。 

出口委員長 よろしいですか。では、松尾副委員長。 

松尾副委員長 それでは、私から質問させていただきたいと思います。 
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まず、バスの件ですね。路線バス対策費として、確認なんですけれども、路線バス対策

費の備考にある各路線バス車両購入費があがっていると思いますけれども、これは第１回

も含めて、第２回岬町地域公共交通会議の資料にある計画案を実行するために必要となる

内訳という考え方でいいのか。 

そもそもその資料に書かれている地域公共交通運行計画案は、本当にその前にやられた

アンケート調査の結果というのをしっかりと精査したりとか、さらに地域公共交通会議で

出席された委員さんの意見をしっかりと反映されたものとなっているということでよろし

かったでしょうか。 

あと、このバスの車両購入の件ですけれども、これは随意契約なのか、入札になるとい

うことなのか、もし仮に随意契約であれば、その理由を教えていただきたいなと思ってお

ります。まず、お願いします。 

出口委員長 古橋部長。 

古橋しあわせ創造部長 これまでの１回、２回の地域公共交通会議の中で、まず市町村運営の有償

運送、これでいこうという合意は形成がされてると考えておるところでございます。 

また、運行方法については、アンケート調査の結果を踏まえて、増便であるとか、また

一方では、現行の補助金の水準の中でできるだけ高いサービス向上という相反するアンケ

ートとなっております。 

これらも踏まえて、また先ほど中原委員からもございましたように、デマンドの課題も

整理をいたしまして、今回、市町村有償運送としてバスを購入して、バスを運行するとい

うことで考えておるところでございます。 

それと、バスの契約方法でございますが、随意契約でいきたいと考えておるところでご

ざいます。 

その理由といたしましては、バスにつきましては、その生産が発注してから生産にかか

るという受注発注方式でございまして、本体をつくるところから始まるというのが一つご

ざいます。 

それに加えまして、化粧といいますか、料金箱であるとか、降車ボタンであるとか、ま

たステップとかの改造が必要やというところでございまして、二段階の工程を踏まえる必

要がある。 

１２月議会の本会議の中でも、若干答弁させていただきましたけれども、もう発注のタ

イミングがぎりぎりのタイミングまできているというところでございますし、３月２０日
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前後の納車には、間に合うところは、もう１社しかないというような状況でございまして、

それらを踏まえて、随意契約で契約をしたいと考えてるところでございます。 

出口委員長 よろしいですか。では、松尾副委員長。 

松尾副委員長 まず１点目の計画ですけども、私が先日いただいたアンケート調査結果だったりと

か、この案を、ちょっと見させていただいたんです。若干、アンケート調査の結果という

のがしっかり反映されているのかなというところがあったものですから、こういう質問を

させていただいたんです。 

というのは、このアンケート調査の結果は、皆さんお持ちなんですかね。 

（「持ってません」の声あり） 

松尾副委員長 まず、ちょっと私の見解を言わせていただくと、地域公共交通会議の資料ですけど、

これでいくと、「町が支出する補助金の水準について、どのようなお考えをお持ちです

か」というアンケートがあるんですけど、「現状と同程度の補助金額とし、その範囲で最

大限のサービス水準を確保すべき」というのが３６％と最も多く、「地域別でも深日地域

を除き、現行の補助金の範囲でサービス水準を確保すべき」と考えられているということ

なんですけど、この結果としては、町としての回答なんですけれども、この水準というの

が回答が幾つかあって、３６％というのが過半数を割っていまして、次に多いのが「補助

金を減額して利用者の少ない路線は廃止、厳密になると、サービス水準を下げるべき」と

いう、ちょっと違う意見がありまして、総意としては、補助金は上限は現行として、でき

るだけ補助金を減額するために努力してほしいなと、私は受けとめました。 

次の「運賃のあり方についてどのようなお考えをお持ちですか」という問いかけに対し

て、今後のバス路線の運賃については「現行どおり１００円を維持すべき」というのが３

８％というのが最も多く、「全ての地域においても運賃は１００円を維持すべきと考えら

れている」というように、町は回答をいただいているんですけれども、アンケート調査の

結果を見ると、一番高いのが「現行どおり１００円を維持すべき」となっているんですけ

れども、次に多いのが「距離に応じた運賃体系とすべき」というのと、さらに次が「赤字

削減、サービス水準向上のために、増額すべき」というのが１７．５％、その前の距離に

応じた運賃体系というのが２８．５％というので、これは増額すべきということと、運賃

体系で見直して、１００円じゃなくて、距離によって見直したほうがいいんじゃないかと

いう、どちらかというと、増額傾向の意見というのが受けとめられたんですね。この合計

が４６％ぐらいあるんですね。 
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ということは、現行どおりの１００円を維持すべきというのよりも、若干、ちょっと上

回っている数字になってるのかなと、これを見てとれて、わかるんですけども、それを踏

まえると、一つは住民の方々は、都度お金を払うべきだと、基本的には考えているという

ことが見てとれる。しかも、増額方向にすべきという総意かなと、私は受けとめているん

ですね。 

さらに、その内訳を見ることで真意がわかるんですけども「１００円であるべきであ

る」と多くを答えた人が１５歳以下の６１．９％なんですね。 

これは、自立した経済力のない世代であると考えていて、この数字は当たり前なのかな

と思うんです。 

で、注目するのは、その世代を養っている世代の回答と６５歳以上の世代の回答という

のが、１００円であるべきというよりも、先ほど言った増額方向にすべきじゃないかとい

うところのほうが上回っているということなんです。 

整理すると、これは実質住民の方々は、増額方向にしてもいいよと解釈できるのかなと

いう私の総意で受けとめたんです。 

このことを踏まえると、今後、多分運行については予定になるのかなと思うんですけれ

ども、そういう総意をまたもう一回考え直すと、多分バスのあり方というのも、若干変わ

ってくるのかなと思ってまして、私としては、例えば、南海本線の多奈川線もあることで

すし、重複している線があると。大部分が基本路線というのが重複しているんじゃないか

なと、私は考えてまして、今後、人口減少を考えると、かぶってるところというのは、ど

うしても競争になっちゃって、でも町は自主運営でやっていくということなんで、だけど

も、一番怖いのは、やっぱり南海の多奈川線の廃線というのか、そういうリスクが高まる

というのは、できるだけ避けていただきたいのかなと、私は思っていて、そうなると、や

はり例えば支線に重きを置くべきだったりとか、そもそも本線を見直して、支線に変える

べきなのかなと考えると、バスの購入のあり方も、若干変わってくるのかなと思いまして、

そのあたりをちょっとお聞かせ願いたいなと思います。 

出口委員長 古橋部長。 

古橋しあわせ創造部長 まず、大きく２つ料金の問題と、それと路線の問題かと思います。 

まず、料金の問題につきましては、議員ご指摘のとおり、「現行どおりを１００円とす

べき」というのが３８．５％、それと「赤字削減、サービス水準向上のために増額すべ

き」というのが１７．５％、「距離に応じた運賃体系とすべき」というのが２８．５％と
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いうところで、この２つを合わせると４３％ぐらいになるのかなと考えているところでご

ざいます。 

ただ、今私どもが考えておりますのは、一番多い３８．５％ございます現行どおりの１

００円を維持したいと考えているところでございます。 

それと支線と含める路線です。路線につきましては、確かに議員ご指摘のとおり、南海

本線、あるいは多奈川線と競合した路線にバスが走っております。 

ただ、岬町の特質としては、高齢化が非常に進んでいるというところと、ちょっとした

買い物のできるところ、オークワになりますが、大きなところが１カ所しかない。 

多奈川線は走ってるとはいうものの、深日町の駅を見ていただきますとわかりますよう

に、非常に長い急な階段を、高齢者の方が駅を利用した場合は、そこを上り下りをして買

い物に行かれるという、非常に高齢者にとっては厳しい状況にもなり得るというところが

考えられます。 

したがいまして、高齢化率が高くなってきまして、買い物難民という声も聞かれてくる

こともございますので、それらを解消するために、どうしても基本路線は南海と競合せざ

るを得ない部分がどうしても出てくると考えているところでございます。 

原則的に、議員おっしゃるように、バス路線というのは、各駅から各地域をつなぐとい

うのが本来の役割かなと思いますが、岬町の場合、地形的にも、また位置的にも、非常に

課題があるところがございますので、それらをクリアするためには、どうしても淡輪から

多奈川までの基本路線をつなぐ必要があると考えているところでございます。 

出口委員長 松尾副委員長。 

松尾副委員長 高齢者の方々の、本当に廃止になったら困るのかというアンケートも書かれている

んですね。そこで一番多いのは、１５歳以下の方々が一番困ると言っているんですね。そ

れは通学のことだと思うんですけど、思ったほど６５歳以上、確かに、本当に行けない方

というのはいらっしゃるとは思うんですけれども、それが割と割れてるんですね、割合的

には。これ、どういうことなのかなというと、やはり車の利用というのが一番多いわけな

んですけれども、そういうことでいくと、まだそこまで１５歳以下みたいに困ってないよ

うな感じの割れ方なんですね。 

とは言え、時間的になかなか難しい部分があるので、今回は本当に仕方がないのかなと

思うんです。私もね。これでいかないといけないのかなと思うんですけど、今後のバスの

運行のあり方というのを、今後１年間で見直していくということなので、ぜひとも、町民
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の方々の総意というのを、ちゃんとくみ取っていただいて、２年、３年というのをまた新

たな方向でやり直したりとかというのでやっていただきたいなと思っています。これは、

要望で結構です。 

次に、４ページの施設整備費というところですけれども、これは私、あまり今までの経

緯というのがわからないので、若干、お聞きしたいんですけれども、処理施設というのは、

いつからあって、今何年目なのか。で、そもそも想定されている耐用年数というのは、ど

れぐらいなのかお答えいただきたいと思います。 

出口委員長 波戸元副理事。 

波戸元しあわせ創造部副理事兼住民生活課長 現在、稼働しておりますごみ処理施設につきまして

は、昭和６１年４月から稼働しております。 

途中、平成１２年に排ガスの高度処理化で、施設を大きく改造しております。当初の昭

和６１年からですと、既に２７年ぐらい、平成１２年からですと、既に１５年たっている

というような施設でございます。 

また、今回の炉につきましては、当初設置した炉は、中が耐火レンガで構築されており

ます。耐火レンガにつきましては、確かに強いんですけれども、修理するための時間的な

期間、それと、レンガを積む職人がおらないというようなことから、工期の短縮をするた

めに、現在のようなコンクリートみたいな形で円柱のような形にしております。 

毎年、炉の修繕をしておりますけれども、一番よく使うといいますか、場所が年次的に

平成１６年から、３６０度のうち、９０度であったり、あるいはそれからの更新、１８０

度であったりとかいう、炉の中を年次的に、９０度、１８０度というように、年次的に中

のキャスターを更新しておりまして、大体更新につきましては、５年から７年ぐらいとい

うようにメーカーからは聞いております。 

今回の一次燃焼帯につきましては、平成１９年から、また２次の天井につきましては、

平成２２年度に更新しましたけれども、既にこの定検で炉の中に入ったときの状態では、

天井部分に浮きが出ていて、崩落の危険があるということから、今回全周ということで予

算を計上させていただいたところです。１次、２次と合わせても、既に耐用年数は過ぎて

おります。それを何とか毎年の定期点検において、非常に大きな経費ですので補修をしな

がら、運転をしてきたというところでございます。 

出口委員長 松尾副委員長。 

松尾副委員長 それでは、今回の修繕で、また５年ぐらいは延びるということですか。 
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出口委員長 波戸元副理事。 

波戸元しあわせ創造部副理事兼住民生活課長 一応、今回炉内の全周を更新しますので、メーカー

の保証というんですか、それは一応５年と。しかし、そこで補修をしながらということで

すから、もう少しは延びるかなと思いますけれども、５年は保証できるという回答をいた

だいております。 

出口委員長 松尾副委員長。 

松尾副委員長 これからも、そんな感じでやっていかれるんですよね。都度都度というか、５年間

のスパンでということであろうかなと思うんです。 

私が一番本当に心配しているのが、大分前になるかもしれないですけど、豊能郡の美化

センターで起きた１９９７年にダイオキシンが発生したという事件があったと思うんです

けど、そんなふうにならないのかなと、本当に心配しているところでありまして、これ本

当に、後作業というのが膨大なことで、金額も大分かかったと、時間もかかったというの

ので、すごく心配しているところです。 

今後、そういうような５年とかという修繕を繰り返す上で、本当にこういう問題が起き

ないように、していかないといけないし、また今後の炉も、本当にどういうようにしてい

くのが一番ベストなのか、金額も含めて、本当に見直していただきたいなと思って、要望

だけしておきます。 

出口委員長 要望でよろしいですか。 

松尾副委員長 はい、結構です。もし、何かありましたら。 

出口委員長 古橋部長。 

古橋しあわせ創造部長 もう大分前になりますが、豊能能勢の清掃組合で起こったダイオキシンの

問題でございますが、あれにつきましては、炉の形式に問題があって、ダイオキシンが発

生したというふうに、私どもは認識いたしております。 

岬町の炉の場合は、通常の流動床炉を使ってまして、しかも別に平成１２年度にダイオ

キシン対策として、バグフィルターを取りつけたところでございます。 

これによって、ダイオキシンは除去されていると認識しており、また、毎年フィルター

についても点検をいたしておりますので、その辺は問題ないかと考えているところでござ

います。 

出口委員長 田代町長。 

田代町長 ちょっと補足的に説明をしておきます。 
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松尾委員さんのおっしゃるのは、やはりこのままで５年でやっていくことがいいのか、

それともほかに方法はないのかということを、多分お尋ねだろうと思いますけれども、行

政としては、合理的にものを考えていったらいいんですけれども、この焼却場も、例えば

道工委員のほうからご質問があったように、広域化の問題もあります。これも十分検討す

る必要もあります。 

ただ、私どもは、職員の問題とか、それにかかわるし尿処理場から出る汚泥を焼却する

問題とか、いろんなそういう一つひとつクリアしなければならない問題があって、現在の

炉を、はっきり言って修繕をしながら使っているのが現状なんですけれども、これがいつ

まで耐用年数が持つのかと言ったら、毎年定期的に検査をして、そこで漏れたものが、こ

の前の事故につながったと。 

たまたまご指摘を受けながら、予算上なかなか大きな金額であって、次へ延ばしてきた

ということも、重なった原因かなと、このように思っています。 

そういった中で、私の考え方としては、やはり職員の問題がありますので、そういった

問題の整理、それと果たして広域をやることによって、今のうちがかかっている費用と、

広域化した場合に、そこで今は臨時的ですから格安でしていただいていますけれども、い

わば人口比率とか、平等とか、また重量の問題とかの計算をした場合、うちが今やってい

る以上にかかるのか、それともコストが安くなるのか。こういったこともシビアにやはり

計算していかないと、なかなか難しい問題があります。 

じゃあ、もうこのままやったら建てかえたほうが一番安くあがるんじゃないかと。しか

し、今はもう、国のほうは、１００トン以上じゃなかったら補助金が出ないという問題が

ありますので、そうなると広域化ということも頭に入れて、今後は考えていく必要がある

かなと。 

ただ、相手さんは受け皿がありますから、受け皿の問題が果たして、まだ私のほうには

直接そういう声はかかってませんけれども、いずれ早いか、遅いか、そういう問題は、こ

の泉州においては、福祉の問題にしても、消防の問題にしても、広域化を進めております

から、そういった意味では、泉州が一体となった今後の行政運営というのは、これから考

えていく必要はあるかなと思って、しかし、今のところ、当面５年間は一応保障されてい

る現状でございますので、５年間このまま継続していく。その中で、もし問題が生じた場

合は、また議会の皆さんのお諮りをして、検討していったらいいんじゃないかな、このよ

うに思っております。 
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出口委員長 松尾副委員長。 

松尾副委員長 町長の回答で、よくわかったんですけれども、今回５年という期間をもらえるとい

うか、その機会になるので、ぜひともこの５年の間に、コスト計算とか、職員の方々の関

係もあるということをおっしゃっていましたけれども、どっちが大事かというのは、なか

なか言えないですけれども、それも含めて、本当に一からここを見直すということを、ぜ

ひ行っていただきたい。本当に今しかない。今やるべき課題ではないかなと、すごく認識

しています。 

バスの件もそうですけれども、バスも今後、１年、１年ごと、同じことをやっていれば、

前と同じなんですよ。なので、今それができるチャンスかな、違うやり方を試せるチャン

スなのかなと思うんです。 

そうしないと、また同じ問題が起きてしまうというのは、すごく無駄なことだと私は思

っていますので、そのあたりも踏まえて、バスの問題も含めて、今できるところから考え

ていただいて、見直していっていただきたいなと、これは強く要望しておきます。 

出口委員長 要望でよろしいですね。それで質問はございませんか。ちょっと待ってもらえますか。 

先ほど、中原委員から竹下副理事に数字の説明を求めてます。できていますか。 

竹下副理事。 

竹下しあわせ創造部副理事兼子育て支援課長 先ほどの中原委員からの交付金が、今回の補正で対

応できるのかというご質問だったかと思います。 

乳幼児医療の助成につきましては、主に区分としまして、就学前の児童は大阪府の乳幼

児の医療助成制度、それから小学生については、新子育て支援交付金、中学生については、

地方創生の交付金を活用して助成しているというところでございます。 

先ほども申し上げましたが、新子育て支援交付金というのは、もう既に額が確定してお

りまして、今回の補正額については、それを超える部分ということになりますので、町か

らの支出ということになります。 

出口委員長 中原委員、今の説明でご理解いただけましたか。 

はい、田代町長。 

田代町長 補足しておきます。 

多分、今３つの補助のメニューを申し上げたと思うんですけれども、まず中原委員さん

がおっしゃっているのは、乳幼児医療が大阪府の新しい制度で、全部いけるのかというこ

とだろうと思うんですけれども、大阪府は一応小学校へあがる前までが、いわば今、一般
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補助対象としております。 

その中で、先ほど説明があったように、新子育て支援事業と、もうひとつは地方創生の

事業ということですけれども、私どもは、その以前から、中学校卒業するまでということ

を議会の皆さんの同意を得て、スタートしておりますから、この地方創生事業は、５年と

いう一つの枠がありますので、そこが切れた場合、どうなるかという不安がありますので、

市町村長会として連名で、一応大阪府のほうへ、中学校を卒業するまで、何とか補助の対

象にしてほしいと要望を出しておることだけをお伝え申し上げておきます。 

出口委員長 中原委員。 

中原委員 ということは、最初聞いていた説明では、乳幼児通院医療費が増額の必要が考えられる

ということで、予算計上をされたと。その財源はどこにあるのかという説明で、新子育て

支援交付金なんだというような説明を受けてたように思ったので、ただ、今改めていただ

いた説明によりますと、新型交付金の範囲内ではおさまらないということですよね。わか

りました。 

それで、町長が今、お答えいただいたことに尽きるとまではいいませんけれども、これ

は、そもそも乳幼児医療の助成という制度は、ここで申し上げることかどうかわかりませ

んが、本来は国がもっと本腰を入れて乗り出さないといけない問題だということだと思う

んですね。そこは、共有できることだと思うんですよ。 

それから、加えて、大阪府についても、市町村に対して出す補助金の基準を変えました

よね。それで、変えたときに、前より下がる分があったり、足らない分があったら、新し

い交付金をつくりますがなという、そういうことを言いながら基準を府としては変えたわ

けですよね。 

そんな経緯を見ますと、町長がおっしゃられるように、やはりこれが岬町として非常に

努力しながら、拡充を図ってきたことでもありますから、大阪府や国に対して、いろんな

機会を通じて補助の増額を求めていくという方向の努力を重ねて要望したいということを、

今、経緯をお聞きしましたので、改めてお願いしておきたいと思います。 

出口委員長 要望でよろしいですね。 

中原委員 はい。 

出口委員長 ほかに。松尾副委員長。 

松尾副委員長 先ほどのバスの件なんですけれども、詳しい運行方法だったりとか、もっと詳しい

内容のものというのは、次の３月議会でしかわからないでしょうか。 
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もし、それ以外にほかの場所で、例えば全協だったりとか、報告というのがあるのかど

うかというのをお聞きしたいと思います。 

出口委員長 古橋部長。 

古橋しあわせ創造部長 まず、この１２月末に、第３回地域公共交通会議の開催を予定いたしてお

るところでございます。 

まだ、詳しい資料等はまだできておりませんが、そこで大まかな運行計画の案をお示し

する予定でございまして、またその概要等については、この間も全員協議会で報告させて

いただきましたように、何らかの形で議会にも報告させていただく必要があるのかなと考

えているところでございます。 

出口委員長 松尾副委員長。 

松尾副委員長 もう少し、詳しくというか、１２月２５日に開かれると思うんですけども、それも

踏まえて、できるだけちょっと明確にお願いできたらなと思います。 

出口委員長 古橋部長。 

古橋しあわせ創造部長 第３回の地域公共交通会議につきましては、議員ご指摘のように、１２月

２５日の開催を予定いたしておるところでございます。 

先ほども申しましたように、その中で大まかな運行計画、どういう形で走るんやという、

詳細なダイヤまではお示しできないかもしれませんが、大まかな運行計画案をお示しする

予定でおります。 

その概要につきましては、議会に何らかの形で報告させていただく必要があるかと思い

ますので、年内は無理かと思いますが、年を明けて、何らかの形で、また町長、議長とも

相談させていただいて、報告する機会を設けていきたいと考えているところでございます。 

出口委員長 松尾副委員長。 

松尾副委員長 ぜひとも、タイムリーに報告を願いたいと要望しておきます。お願いします。 

出口委員長 ほかの委員さん、もしまだ質問がございましたら、どうぞ。よろしいですか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論ございませんか。 

中原委員 賛成です。 

出口委員長 反対の方、ございませんか。では、中原委員。 

中原委員 本補正予算については、先ほどの質疑も通じまして、全体として必要な予算措置である
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と認めるものであります。 

とりわけ、来年度以降のコミュニティバスの運行については、支線におけるデマンド運

行を定時定路線という方向に、住民の声にこたえる形で、現時点では見直しを考えておら

れるということがお聞きできましたので、そのことについては前向きに評価したい思いま

す。 

加えて申し上げますが、大変な中で実務も行われているこのことに対しても、評価した

いと思いますし、バスの利用されている実態を見たときに、どうしても空白をつくるわけ

にはいかないということを切実にお感じになられているところと思います。 

質疑の中で、確かに公共交通としては、競合するラインが発生するということの指摘も

ありましたけれども、南海電鉄の駅の場所を考えましたときに、答弁でもありましたとお

り、例えば、オークワを利用されている買い物客、たくさん赤バスの利用がありますけれ

ども、電車の駅からオークワまで行く距離を考えた場合、また利用される方がご高齢の方、

あるいはお体に不自由な部分がある方の利用も見受けられますから、そのあたりのことも、

利用実態を考えた場合に、現状を何とか、大変な中でも維持しようということが感じられ

ましたから、そのことについても評価したいと思います。 

それから、住民の意向についてですけれども、アンケートの結果について、この場で改

めて申し上げておきますが、非常に分析しづらい結果にならざるを得なかったというのが、

現時点での一つの結論かなと思うんですね。 

それについては、岬町全世帯のうちの２，０００世帯を抽出しているということが一つ

の要因であると思いますし、また回答者のうち、移動に主にバスを利用している人が、そ

のアンケートに答えている人のどの程度の割合を占めているかということでいいますと、

決して多くはないという結果になってしまっているんですね。 

これは、残念ながら不十分さを残したと言わざるを得ないと思いますけれども、限られ

た時間の中で努力された一つの結果であろうと、私は現時点では受けとめております。 

このバスについては、言うまでもなく、民間ではありませんから、岬町として、経費に

おいて無駄を削るのは当然であると思いますが、福祉的な要素が含まれることから、必要

な経費を増額するという判断をするということに至ったとしても、それは当然なことだろ

うと私は思います。 

現状のバスの路線や運行について、維持しようと、町として努力をされていることを評

価しますし、またそのことについて、公費のさらなる投入にならざるを得ないと判断をす
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るとすれば、それは町長のその判断は一つの英断であると、私は前向きに評価したいと考

えるものでありますから、この補正予算については賛同するものであります。 

出口委員長 賛成、反対、ほかの委員さん、討論はございませんか。松尾副委員長。 

松尾副委員長 賛成の立場で言わせていただきます。 

私の立場として、厳しいながら賛成をさせていただきたいと思っています。 

職員の方々、本当に時間のない中ご尽力いただいているなというのがすごくわかりまし

た。今後も、厳しいながら、とりあえずやらないといけない部分であると思います。 

なので、本当に空白をあけないように、これからも一生懸命頑張っていただきたいと思

うところでありますし、また一方で、公平性なところで判断いただきたいなと思っている

のが、やっぱり岬町地域公共交通会議の委員さんの意見を、いろいろしっかりと聞いてい

ただいたりとか、今後のアンケートというのも勘案しながら、とりあえず１年はやってみ

るということ。次の２年、３年というのも、過ぎてそういう住民さんの方々、もしくは課

題を抱えた方々というのも勘案しながら、随時、今までのやり方と違ったやり方というの

も検討していただいて、本来の岬町のバスのあり方、これは本当にほかの市区町村と同じ

では、決してないと思うんです。やっぱり岬町のあり方というのは、課題も違いますし、

必ずあるはずなので、そのところで見い出していく必要があるのかなと、私は思っていま

すので、また今やられているところも開通するということですので、今後も、多分動向が

変化していくのは容易に予想されます。 

そんな中、やっぱり単年で見直し、ＰＤＣＡサイクルをしっかりしていただいて、計画

していただきたいという要望を踏まえまして、賛成をさせていただきたいと思います。 

出口委員長 ほかの委員さん、討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 では、これで討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第７９号「平成２７年度岬町一般会計補正予算（第４次）の件」のうち、本委員会

に付託されました案件について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

出口委員長 満場一致であります。 

よって、議案第７９号のうち、本委員会に付託された案件は可決されました。 

議案第８０号「平成２７年度岬町国民健康保険特別会計補正予算（第２次）の件」を議
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題といたします。 

本件について、担当課から説明を求めます。松井課長。 

松井しあわせ創造部保険年金課長 平成２７年度岬町国民健康保険特別会計補正予算（第２次）の

件につきましてご説明いたします。 

今回、補正をお願いする内容は、職員給与費の減額措置等に伴う人件費の調整、増額が

見込まれる医療費の増額、及び低所得者に係る保険料の政令軽減相当額を公費で補填する

保険基盤安定事業費の確定に伴うものです。 

それでは、資料の６ページをごらんください。歳入につきましてご説明いたします。 

１国民健康保険料、一般被保険者国民健康保険料、医療給付費分現年分といたしまして、

９７１万１，０００円の増額補正でございます。 

続きまして、４国庫支出金、１国庫負担金、療養給付費負担金といたしまして、１，８

５４万３，０００円の増額補正でございます。 

次に、２国庫補助金、普通調整交付金といたしまして、５４７万７，０００円の増額補

正でございます。 

続きまして、７府支出金、２府補助金、普通調整交付金といたしまして、４２６万円の

増額補正でございます。 

ここまでの国民健康保険料から、国庫支出金、府支出金につきましては、歳出の一般被

保険者に係る保険給付費が当初見込みに比べて増加することが予想されることから、保険

料及び国庫府費の定率負担割合に応じて計上いたしております。 

続きまして、１０繰入金、１他会計繰入金、保険基盤安定繰入金軽減分といたしまして

３１５万２，０００円の減額、保険基盤安定繰入金支援分といたしまして、２，７６０万

３，０００円を増額し、続いて職員給与費等繰入金としまして、３７万６，０００円を減

額補正するものです。 

内容といたしましては、この特別会計で支弁する人件費の調整及び国民健康保険基盤安

定事業費の決定に伴い計上いたしております。 

資料７ページをごらんください。 

続きまして、１１繰越金、１繰越金、前年度繰越金といたしまして、１，０６４万７，

０００円の増額補正です。 

次に、歳出でございます。 

１総務費、１総務管理費、一般管理費人件費としまして、３７万６，０００円の減額補
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正でございます。 

内容といたしましては、職員給与費の減額措置等に伴う人件費の調整で、給料２３万８，

０００円、職員手当等１万６，０００円、共済費１２万２，０００円それぞれ減額となっ

ております。 

続きまして、２保険給付費、１療養諸費、一般被保険者療養給付費としまして、６，４

９０万６，０００円、次に、一般被保険者療養費としまして、１１５万４，０００円の増

額補正です。 

次に、２高額療養費、一般被保険者高額療養費としまして、７０２万９，０００円の増

額補正でございます。 

この保険給付費につきましては、一般被保険者の医療費が当初見込みより増加すること

が見込まれることによる補正でございます。 

以上、当委員会付託分といたしまして、歳入歳出それぞれ７，２７１万３，０００円の

増額補正でございます。 

説明は以上です。 

出口委員長 ただいまの松井課長の説明に対しまして、委員の皆さん、質疑はございませんか。 

坂原委員。 

坂原委員 １点確認をお願いします。 

７ページの２番の高額療養費ですね。先日の一般質問で、私は特定健診の受診率の質問

をさせてもらいました。 

その関連で、参考までにお聞きしたいのですが、これはその高額医療費の増額分として

補正していると思うんですけれども、今わかってる範囲で結構ですが、何人分ぐらい、高

額医療費を支出しているか、それがわかりましたら、その辺をお答え願います。 

出口委員長 松井課長。 

松井しあわせ創造部保険年金課長 事業月報によりますと、高額療養費の件数は、平成２７年７月

診療分で３５１件、６月診療分で３１０件、５月診療分で３４０件です。 

平成２６年度の年報では、年間で３，６６１件ございまして、１２カ月で割りますと月

平均３０５件になります。それと比べますと、平成２７年５月診療分から７月診療分を含

めて、前年度の平均より上回っている状況で、今後もこのまま推移すれば、当初予算より

不足が生じることが予想されますので、今回補正をお願いするものです。ご理解のほどよ

ろしくお願いします。 
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出口委員長 では、ほかの委員さん、ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 では、これで質疑がないようですので、これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 では、これで討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第８０号「平成２７年度岬町国民健康保険特別会計補正予算（第２次）の件」につ

いて原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

出口委員長 満場一致であります。 

よって、議案第８０号は、本委員会において可決されました。 

委員の皆様方にお諮りいたします。暫時休憩を求めたいと思いますが、よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

出口委員長 再開は１３時といたします。よろしくお願いいたします。 

（午前１１時５８分 休憩） 

 

（午後１時００分 再開） 

出口委員長 では、休憩をときます。では、議案に入ってまいりますのでよろしくお願いします。 

議案第８２号「平成２７年度岬町介護保険特別会計保険事業勘定補正予算（第３次）の

件」を議題といたします。 

本件について、担当課から説明を求めます。池下課長。 

池下しあわせ創造部高齢福祉課長 委員会資料の８ページをご参照ください。 

平成２７年度岬町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第３次）につきまして

ご説明いたします。 

今回の補正予算につきましては、介護給付費の調整及び人件費の調整に伴うものです。 

まず、歳入についてですが、歳出予算で計上しております介護給付費及び人件費につき

まして、介護保険制度に基づき保険料、国、支払基金、大阪府、町の負担割合に応じて補

正するものです。 

１保険料、１介護保険料現年度分特別徴収保険料１７６万９，０００円の減額、現年度
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分普通徴収保険料１５万７，０００円の減額補正です。 

次に、４国庫支出金、１国庫負担金、介護給付費負担金４７３万円の減額補正です。 

続きまして、２国庫補助金、現年度分調整交付金４５万円の減額補正です。 

次に、地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）８，０００円の減額補正です。 

次に、５支払基金交付金、介護給付費交付金２４６万３，０００円の減額補正です。 

次に、６府支出金、１府負担金、介護給付費負担金１８６万９，０００円の増額補正で

す。 

９ページをご参照ください。 

続きまして、２府補助金、地域支援事業交付金（包括的支援事業・任意事業）４，００

０円の減額補正です。 

次に、１０繰入金、１一般会計繰入金、介護給付費繰入金といたしまして１１０万１，

０００円の減額補正です。 

続きまして、地域支援事業繰入金（包括的支援事業・任意事業）４，０００円の減額補

正です。 

次に、その他一般会計繰入金、職員給与費等繰入金２４０万１，０００円の増額補正で

す。 

歳出についてご説明させていただきます。 

委員会資料の１０ページをご参照ください。 

１総務費、１総務管理費、一般管理費人件費につきましては、人事異動及び職員給与費

の減額措置等に伴う人件費の調整のため、２４０万１，０００円の増額補正でございます。 

内訳といたしまして、給料８８万４，０００円の増額、職員手当等６９万９，０００円

の増額、共済費８１万８，０００円の増額でございます。 

次に、２保険給付費、２介護サービス等諸費、居宅介護サービス給付費といたしまして

７，０００万円の減額補正です。 

減額の理由といたしましては、施設利用者が増加したこと、介護報酬が改訂されたこと

により、当初の予算額を下回ることが見込まれるための減額補正でございます。 

続きまして、施設介護サービス給付費といたしまして、４，９３０万円の増額補正です。 

施設介護サービスにつきましては、施設入所者が予想より大きく上回ったため、当初予

算額に不足が見込まれるための増額補正でございます。 

２介護予防サービス等諸費、地域密着型介護予防サービス給付費４０万４，０００円の
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増額補正でございます。 

こちらにつきましては、サービス見込み量が当初見込み量を上回るための増額補正でご

ざいます。 

続きまして、５特定入所者介護サービス等費、特定入所者介護サービス費といたしまし

て、１，０１０万円の増額補正です。 

この科目は、介護保険施設入所者や短期入所者の方の食事及び居住費に対する非課税の

方に対する補助のための経費でございますが、施設入所者が増加したことに伴い、当初見

込みを上回るための増額補正でございます。 

次に、６高額医療合算介護サービス等費、高額医療合算サービス費といたしまして、１

４０万円の増額補正でございます。 

この科目は、医療保険と介護保険の自己負担額が高額となった場合に、基準額を上回る

場合に支給されるもので、当初見込みを上回るための増額補正でございます。 

１１ページをご参照ください。 

続きまして、４地域支援事業費、２包括的支援事業、任意事業費、総合相談事業人件費

につきましては、職員給与費の減額措置及び人事異動等に伴う調整のため、５万２，００

０円の減額補正でございます。 

内訳といたしまして、給料５万６，０００円の減額、職員手当等１５万円の増額、共済

費４万２，０００円の減額です。 

次に、認知症総合支援事業費人件費につきまして７万３，０００円の減額補正です。 

こちらは、任期付短時間職員のものですが、通勤手当等の変動に伴う減額です。 

内訳といたしまして、職員手当等６万２，０００円の減額、共済費１万１，０００円の

減額でございます。 

以上、当委員会付託分といたしまして、歳入歳出予算とも６４１万６，０００円の減額

補正でございます。 

説明は以上でございます。 

出口委員長 ちょっと、もう一度確認しますね。１１ページの総合相談事業人件費、これ減額と言

わなかったかな。もう一度、その確認だけしておきます。 

池下しあわせ創造部高齢福祉課長 訂正いたします。増額でございます。 

出口委員長 ただいまの池下課長の説明に対しまして、委員の皆さん、質疑ございませんか。 

中原委員。 
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中原委員 この補正予算の中に、本年度８月からの介護保険の制度上の見直しにかかわる施設入所

者への負担がふやされるというものだったと思うんですけれど、それも反映されていると

読み取っていいんでしょうか。 

出口委員長 池下課長。 

池下しあわせ創造部高齢福祉課長 介護保険制度の改正におきまして、この８月からですが、１割

負担の方から２割負担の方が一部、一定所得以上の方が２割負担になりましたが、その影

響額は含まれております。 

出口委員長 よろしいですか。はい、中原委員。 

中原委員 参考までに、何人ぐらい影響を受けられたのかお聞きしたいと思います。 

出口委員長 池下課長。 

池下しあわせ創造部高齢福祉課長 介護認定者数が平成２７年１０月末で１，３８０人いらっしゃ

るのですが、２割負担の方が１０８人でございます。 

出口委員長 よろしいですか。ほかの委員さん、質疑はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 では、質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論ございませんか。中原委員。 

中原委員 先ほど、質疑で確認をさせていただいたところでありますけれども、国制上の制度改定

が行われて、介護保険の運用の見直しが、この８月に行われたところであります。 

従前であれば、１割負担であった方に対して、一定の所得が認められれば２割負担とい

うことが持ち込まれたものでありまして、人数についてお聞きしたところ、１０８人影響

を受けたということで、私はこの人数を聞いて、率直に多いなと思ったんですね。 

この後、まだ介護保険の制度上においては、利用者にとっては、大きな不利益になるも

のが控えているということもありますから、町として、これ制度で決められていることで

ありますから、困難な部分はありますけれども、何らかの手当ができるということはない

かということについても、今後ご検討いただくことを申し添えて、本件については賛同す

るという立場をとりたいと思います。 

出口委員長 では、ほかの委員さん、反対、賛成討論はございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 では、これで討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 
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議案第８２号「平成２７年度岬町介護保険特別会計（保険事業勘定）補正予算（第３

次）の件」について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

出口委員長 満場一致であります。 

よって、議案第８２号は、本委員会において可決されました。 

議案第８４号「岬町立淡輪老人福祉センターの指定管理者の指定の件」を議題といたし

ます。 

本件については、本会議で説明を行っておりますので、理事者の説明を省略したいと思

います。委員の皆さん、よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

出口委員長 では、質疑ございませんか。松尾副委員長 

松尾副委員長 参考までにお聞きしたいと思います。 

この淡輪老人福祉センターですけれども、今大体年間でどれぐらい使用されているのか

なというところですね。稼働率でも結構ですけども、教えていただければと思います。 

出口委員長 池下課長。 

池下しあわせ創造部高齢福祉課長 平成２６年度の実績の数字を申し上げます。 

開館日が２８９日、利用回数が年間３１６回、利用人数が４，７８２人でございます。 

出口委員長 では、ほかの委員さん、質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 では、これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第８４号「岬町立淡輪老人福祉センターの指定管理者の指定の件」について、原案

のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

出口委員長 満場一致であります。 

よって、議案第８４号は、本委員会において可決されました。 

議案第８５号「阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約の変更に関する協議の
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件」を議題といたします。 

本件については、本会議で説明を行っておりますので、理事者の説明を省略したいと思

います。よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

出口委員長 では、質疑はございませんか。中原委員。 

中原委員 この議案については、基本的に３年に一度という格好で提案をされてきているものです

から、この機会に改めてお聞きしておきたいと思います。 

この共同設置をされて運営を行っておられますが、その事業そのものの運営が円滑に行

われているか、総合してということでありますが、その点が１点と、それから介護認定に

かかわって、申請から認定結果が出るまでにかかる期間を教えていただきたいと思います。 

それから、認定においては、審査を行っていただく仕事も、ここで事務を行いながら進

めていかれるということでありますから、その申請があった方についての実態が厳正に反

映されているかどうかお聞きしておきたいと思います。 

３点目にお聞きした実態の反映の問題ですけれども、介護保険法等の改定が行われてお

りますから、その中で主治医の意見書等に、また調査のときに、特記事項等で必要なこと

は記載されている、そのことがきちんと反映されているかどうか、この点についてお聞き

したいと思っています。３つよろしくお願いします。 

出口委員長 池下課長。 

池下しあわせ創造部高齢福祉課長 まず、第１点目ですが、認定審査会が円滑にいってるかどうか

というご質問でございますが、２市１町ですることにより、岬町は医師の数が限られてい

るという事情もございまして、２市１町の医師、歯科医師、薬剤師、そのほか福祉医療関

係者が集まるということによりまして、２市１町で共同でやることによって、よりよい正

確な公平な判定ができていると思っておりますので、単独でするよりもスムーズにいって

いるとは感じております。 

２点目ですが、介護認定申請から結果が出るまで、認定をされるまでの日にちですが、

現在の平均日数が３７日となっております。 

少しお時間をいただいている理由としましては、主治医意見書が返ってくるのが少し日

数がかかっている、そういったことが少し長引いている理由だと思います。 

３点目ですが、実態を把握しているかどうかということですが、岬町の場合、認定調査

員を直営でしておりまして、特記事項という欄がございますが、聞き取った内容につきま
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して、できるだけ記入して、認定審査会のほうでは、それを反映していただくよう、事務

局に対して、特に必要な方については申し伝える、そういったやり方をしております。 

出口委員長 ほかの委員さん、質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 では、これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 これで討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第８５号「阪南市泉南市岬町介護認定審査会共同設置規約の変更に関する協議の

件」について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

出口委員長 満場一致であります。 

よって、議案第８５号は、本委員会において可決されました。 

議案第８６号「阪南市泉南市岬町障害支援区分認定審査会共同設置規約の変更に関する

協議の件」を議題といたします。 

本件については、本会議で説明を行っておりますので、理事者の説明を省略したいと思

います。委員の皆さん、よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

出口委員長 では、質疑に入ります。質疑はございませんか。中原委員。 

中原委員 この障害支援区分認定審査会にかかわっては、その本体になる法律の改定が過去に行わ

れました。 

それで、現在では総合支援法という形で、それを基準にして運用されているということ

になりますけれども、この法改訂の見直し後、サービスの利用者、また家族や関係者から

苦情等は寄せられていないのか、参考までにお尋ねしておきたいと思います。 

出口委員長 阪本副理事。 

阪本しあわせ創造部副理事兼地域福祉課長兼健康ふれあいセンター所長 現在に、ご心配いただい

ているような苦情等は寄せられてはおりません。 

法改正に伴いまして、若干、サービス等の利用者数も増加の傾向にはありますけれども、

当町の窓口で対応している中では、特に問題ないというように把握しております。 
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出口委員長 よろしいですか。では、ほかの委員さん、質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 では、これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 これで討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第８６号「阪南市泉南市岬町障害支援区分認定審査会共同設置規約の変更に関する

協議の件」について、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

出口委員長 満場一致であります。 

よって、議案第８６号は、本委員会において可決されました。 

議案第９２号「岬町立保育所条例の一部を改正する件」を議題といたします。 

本件については、本会議で説明を行っておりますので、理事者の説明を省略したいと思

います。委員の皆さん、よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

出口委員長 では、質疑を行います。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 これで討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第９２号「岬町立保育所条例の一部を改正する件」について、原案のとおり可決す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

出口委員長 満場一致であります。 

よって、議案第９２号は、本委員会において可決されました。 

議案第９３号「岬町健康保険条例及び岬町介護保険条例の一部を改正する件」を議題と

いたします。 
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本件については、本会議で説明を行っておりますので、理事者の説明を省略したいと思

います。委員の民さん、よろしいですか。 

（「はい」の声あり） 

出口委員長 では、質疑に入ります。質疑ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 これで質疑を終わります。 

続いて、討論を行います。討論ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

出口委員長 これで討論を終わります。 

続いて、採決を行います。 

議案第９３号「岬町健康保険条例及び岬町介護保険条例の一部を改正する件」について、

原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

出口委員長 満場一致であります。 

よって、議第９３号は、本委員会において可決されました。 

以上で、本委員会に付託を受けました議案８件については、全て議了いたしました。 

本日の審議経過並びに結果については、次の本会議において委員長報告を行いますので、

委員の皆様、協力をお願い申し上げます。 

これで、厚生委員会を閉会いたします。ありがとうございました。 

（午後１時２１分 閉会） 
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以上の記録が本町議会第４回定例会付託委員会の会議のてんまつに相違ないことを記するため、 

 ここに署名する。 
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